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あみ広
報

共に育む
『教育の日』

■共に育む『教育の日』公開講演会（関連記事13ページ参照）

■共に育む『教育の日』記念講演会
11月 5日（土）町民体育館において、いきいき学び

の町AMI 共に育む『教育の日』が開催されました。記
念講演会では工学博士である五日市剛氏を講師に招き
「言葉のチカラ」について、日常の言葉の使い方と感謝
の心の大切さについて事例を交えながら講話いただき
ました。『教育の日』は、町民一人一人の教育に対する
意識改革のきっかけをつくる日として毎年 11月に開
催されており、今年で第21回になります。約500人
の参加者は講演を聴いたのち、感謝の心を持って会場
をあとにしました。
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しんこくそうだん

所
得
税
の
確
定
申
告
と
は
、
毎

年
の
1
月
1
日
～
12
月
31
日
ま
で

の
1
年
間
に
生
じ
た
す
べ
て
の
所

得
金
額
と
そ
れ
に
対
応
す
る
所
得

税
額
な
ど
を
計
算
し
、
確
定
申
告

期
限
ま
で
に
確
定
申
告
書
を
税
務

署
に
提
出
し
て
、
源
泉
徴
収
や
予

定
納
税
で
納
め
た
所
得
税
の
過
不

足
を
清
算
す
る
手
続
き
で
す
。

ま
た
、
納
め
過
ぎ
た
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
確
定
申
告
を
還
付

申
告
と
い
い
ま
す
。

昨
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た

人
、
遺
族
年
金
・
障
害
者
年
金
・
失

業
保
険
な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み

の
人
や
、
町
内
在
住
以
外
の
人
の

扶
養
と
な
っ
て
い
る
人
も
、
住
民

税
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

非
課
税
証
明
書
の
発
行
や
、
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
算
定

な
ど
の
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
平
成
24
年
3
月
15
日（
木
）ま

で
に
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
人

は
、
住
民
税
申
告
書
の
提
出
は

不
要
で
す

▼
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
原

本
を
提
出
）

▼
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
を
提
出
）

▼
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ

る
人
は
、▽
『
収
支
内
訳
書
』
を

作
成
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

収
入
（
売
上
）
金
額
や
仕
入
金

額
の
わ
か
る
資
料
・
経
費
の
金

額
の
わ
か
る
資
料
▽
固
定
資
産

税
の
納
税
通
知
書
な
ど

▼
ご
本
人
や
ご
家
族
の
た
め
に
支

払
っ
た
医
療
費
が
所
得
の
5
％

以
上
（
所
得
が
2
0
0
万
円
以

上
の
場
合
に
は
10
万
円
以
上
）

あ
る
人
は
、▽
医
療
費
の
領
収

書
（
原
本
）▽
生
命
保
険
会
社

や
健
康
保
険
組
合
か
ら
給
付
金

な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
額
の
わ

か
る
資
料
▽
支
払
っ
た
医
療

費
を
治
療
を
受
け
た
人
ご
と
、

病
院
・
薬
局
ご
と
に
集
計
し
た

『
医
療
費
明
細
書
』

▼
健
康
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険

税
・
介
護
保
険
料
・
国
民
年
金
保

険
料
な
ど
の
社
会
保
険
料
の
支

払
証
明
書

▼
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険

料
・
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明

書
▼
寄
付
金
の
受
領
証
な
ど
、
寄
付

金
額
と
内
容
の
わ
か
る
も
の

▼
障
害
者
の
人
ま
た
は
障
害
者
を

扶
養
す
る
人
は
、▽
障
害
者
手

帳
▽
療
育
手
帳
▽
要
介
護
認

定
に
伴
う
障
害
者
控
除
認
定
書

な
ど

▼
印
章
（
認
印
）　

※
ゴ
ム
印
不
可

▼
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
計
算
機

※
所
得
税
が
還
付
に
な
る
人
は
、

還
付
を
受
け
る
申
告
者
名
義
の

金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座
の
わ

か
る
も
の（
預
貯
金
通
帳
な
ど
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い

◦
期
間

平
成
24
年
2
月
16
日（
木
）～
3

月
15
日（
木
）（
土
・
日
を
除
く
）、

お
よ
び
2
月
19
日（
日
）・26
日（
日
）

◦
時
間

午
前
9
時
～
午
後
5
時
ま
で

▼
還
付
申
告
は
平
成
24
年
1
月

4
日（
水
）か
ら
（
土
・
日
・
祝

日
を
除
く
）
受
付
で
き
ま
す

の
で
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
る

確
定
申
告
期
間
よ
り
前
に
税

務
署
で
申
告
さ
れ
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す

▼
提
出
先
（
郵
送
可
）

〒
3
0
1
ー

8
6
0
1
龍
ケ
崎

市
川
原
代
町
1
1
8
2
ー

5　

竜
ケ
崎
税
務
署
個
人
課
税
部
門

確
定
申
告
期
間
中
、
税
務
署
や

町
の
申
告
相
談
窓
口
お
よ
び
駐
車

場
は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お
待

ち
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
自
宅
で
申
告
書
を
作
成
し
、

郵
送
ま
た
は
e
ー

T
a
x
（
電
子

申
告
）
で
寄
付
金
控
除
や
雑
損
控

除
な
ど
の
申
告
書
が
提
出
で
き
る

便
利
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

▼
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.nta.go.jp/

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
の

申
告

所
得
税
の
確
定
申
告

持
参
す
る
も
の

税
務
署
で
の
確
定
申
告

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

確
定
申
告

所得税・住民税（町・県民税）の申告
手続きはお早めに

問い合わせ　税務課☎888－1111（151・152・156）

平成 23年分（平成 24 年度）

所得税・住民税（町・県民税）の申告
手続きはお早めに

◀
竜
ケ
崎
税
務
署
ま
で
の
案
内
図
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町
で
は
、住
民
税（
町
・
県
民
税
）

の
申
告
受
付
に
併
せ
て
、
所
得
税

の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
）
に
つ

い
て
も
申
告
相
談
と
申
告
書
の
収

受
を
上
記
の
申
告
期
間
に
限
り
、

役
場
3
階
の
3
0
1
会
議
室
で
行

い
ま
す
。

▼
申
告
相
談
の
期
間
中
は
1
階

の
税
務
課
の
申
告
担
当
窓
口

は
閉
鎖
と
な
り
ま
す
の
で
、

住
民
税
申
告
の
受
付
や
申
告

書
の
配
布
に
つ
き
ま
し
て
も

3
階
の
申
告
相
談
会
場
で
行

い
ま
す
。
な
お
、
電
話
で
の

詳
し
い
申
告
相
談
は
で
き
ま

せ
ん

▼
確
定
申
告
書
・
医
療
費
明
細
書

な
ど
の
役
場
で
の
配
布
は
1
月

下
旬
か
ら
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、

竜
ケ
崎
税
務
署
に
電
話
で
ご
相

談
く
だ
さ
い

▼
役
場
で
の
還
付
申
告
期
間
の

拡
大
に
伴
い
、
う
ず
ら
出
張

所
・
君
原
公
民
館
・
舟
島
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
で
の
申
告
相

談
は
行
わ
な
い
こ
と
に
な
り

ま
し
た

提
出
書
類
や
所
得
額
・
控
除
額

を
計
算
す
る
た
め
に
必
要
な
資

料
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
申
告
相
談
を
受
付
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
次
の
申
告
に
つ
き

ま
し
て
は
、
竜
ケ
崎
税
務
署
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
事
業
所
得
（
営
業
等
）
の
初
年

度
申
告
、
震
災
に
よ
る
事
業
用

資
産
・
棚
卸
資
産
な
ど
の
被
害
、

利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
山
林

所
得
、
変
動
所
得
・
臨
時
所
得

の
平
均
課
税
、
給
与
所
得
者
の

特
定
支
出
控
除
、雑
損
控
除（
震

災
に
よ
る
被
害
以
外
の
も
の
）、

総
合
譲
渡
所
得
（
ゴ
ル
フ
会
員

権
、
貴
金
属
な
ど
）、
分
離
譲

渡
所
得
（
土
地
・
建
物
、
株
式

な
ど
）

▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
特

定
増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
、
住
宅
耐
震
改
修
特
別

控
除
、
住
宅
特
定
改
修
特
別
税

額
控
除
、
認
定
長
期
優
良
住
宅

新
築
等
特
別
税
額
控
除
、
電
子

証
明
書
等
特
別
控
除
、
外
国
税

額
控
除

▼
青
色
申
告
、
修
正
申
告
、
更
正

の
請
求
、過
去
の
年
分
の
申
告
、

損
失
申
告
な
ど

震
災
に
よ
り
、
ご
本
人
や
扶
養

す
る
ご
家
族
な
ど
が
所
有
す
る
住

宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受
け
ら

れ
た
人
は
、
雑
損
控
除
な
ど
の
所

得
税
・
住
民
税
の
軽
減
措
置
の
適

用
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、震
災
特
例
法
の
適
用
に
よ
り
、

平
成
22
年
分
ま
た
は
23
年
分
の
い

ず
れ
か
の
年
分
を
選
択
し
て
、
こ

れ
ら
の
軽
減
措
置
の
適
用
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
確
定
申
告

期
間
前
に
、
竜
ケ
崎
税
務
署
へ
相

談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◦
必
要
書
類

▼
被
害
を
受
け
た
資
産
の
取
得
時

期
・
取
得
価
額
の
わ
か
る
資
料

（
請
負
契
約
書
・
登
記
事
項
証
明

書
な
ど
）

▼
被
害
を
受
け
た
資
産
の
取
壊
し

費
用
・
除
去
費
用
・
修
繕
費
な
ど

の
わ
か
る
資
料（
領
収
書
な
ど
）

▼
保
険
金
の
支
払
通
知
書
な
ど

▼
り
災
証
明
書

▼
そ
の
ほ
か
申
告
に
必
要
な
書
類

しんこくそうだん

◦申告相談会　　会場：役場 3階 301 会議室

区　分 期　間 時　間 対　象

所得税還付申告
住民税申告の相談

※事業所得・不動産所得の
ある人、確定申告により所
得税が納税となる人の相談
はできません

平成 24 年 2 月 8 日（水）
～ 2月 15日（水）
（土・日を除く）

▶受付時間
午前 7時に役場北口玄関を開
錠しますので、3階の申告相
談会場入口の受付番号簿に氏
名を記入してください。
8時 30 分から番号札を配布
します。

▶受付終了時間
午後3時30分まで受付します。
※ 2月 19 日（日）・26 日（日）は
午前 11時まで受付します
※混雑状況により早めに受付
を終了する場合があります
▶相談時間
午前８時45分から開始します。

▷給与所得や公的年金などによる
雑所得が１か所のみの人で、医療
費控除・社会保険料控除などの追
加により所得税が還付になる人
▷確定申告の必要がなく、住民税
申告の人

所得税確定申告
住民税申告

※消費税および地方消費税
の確定申告、相続税・贈与税
の申告の相談はできません
※そのほかにも役場で相談
できない申告があります

平成 24年 2月 16日（木）
～ 3月 15日（木）
（土・日を除く）

および日曜申告
2月 19日（日）・26日（日）

上記の人に加えて
▷事業所得（営業・農業など）や不
動産所得などがある人
▷確定申告により所得税が納税と
なる人
※提出書類や所得額・控除額を計
算するために必要な書類がそろっ
ていない場合は、受付できません

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被

害
を
受
け
ら
れ
た
人
へ

役
場
で
相
談
で
き
な
い
申

告

役
場
で
の
申
告

竜
ケ
崎
税
務
署
☎
0
2
9
7

ー

6
6
ー

1
3
0
3
（
自
動
音

声
案
内
）
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国保医療費の状況を
お知らせします

国保医療費の状況を
お知らせします

みんなでささえ愛…こくほ

国保税　納めて安心　わが家の健康

■
私
た
ち
の
医
療
費
が
ど
の

く
ら
い
か
ご
存
じ
で
す
か

平
成
22
年
度
の
町
国
保
の
医
療

費
総
額
は
、
37
億
7
6
1
7
万
円

で
、
前
年
度
と
ほ
ぼ
同
額
と
な
り

ま
し
た
。

平
成
20
年
度
に
医
療
制
度
の
改

正
が
あ
り
、
75
歳
以
上
の
被
保
険

者
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
し
た
た
め
、
平
成
19
年
度
以
前

と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
平
成
20
年
度
か
ら
の
医
療
費

を
比
較
し
て
み
る
と
、
平
成
20
年

■
年
に
1
回
は
健
診
を
受

け
ま
し
ょ
う

町
国
保
で
は
、
加
入
者
を
対
象

と
し
て
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
を
実
施
し
、
生
活
習
慣
病

の
予
防
に
努
め
て
い
ま
す
。ま
た
、

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
な
ど
の

助
成
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
活
用
し
、
生
活
習
慣

病
予
防
の
た
め
の
行
動
変
容
や
、

疾
病
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に

努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の

増
加
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

度
で
36
億
3
9
9
0
万
円
だ
っ
た

も
の
が
、
平
成
22
年
度
で
は
37
億

7
6
1
7
万
円
と
な
り
、
3
年
間

で
3
・
7
％
伸
び
て
い
ま
す
（
グ

ラ
フ
１
）。

今
年
度
に
お
い
て
は
、
10
月
末

現
在
で
前
年
同
期
を
5
％
上
回
っ

て
お
り
、
増
加
の
傾
向
に
あ
り
ま

す
。今

後
も
、
高
齢
化
の
進
展
や
高

度
医
療
技
術
の
発
展
な
ど
に
よ

り
、
総
医
療
費
の
伸
び
は
続
く
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
医
療
費
の
主
な
内
訳

平
成
22
年
度
の
一
人
当
た
り
の

医
療
費
は
、
▼
一
般
：
18
万

9
2
6
1
円
▼
退
職
者
医
療
：

27
万
9
2
4
5
円
ー
で
す
。

疾
病
分
類
別
（
グ
ラ
フ
2
）
で

は
、
循
環
器
系
・
消
化
器
系
・
新
生

物
な
ど
の
医
療
費
が
多
く
か
か
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
特

に
、
糖
尿
病
・
高
血
圧
な
ど
の
慢

性
疾
患
は
治
療
が
長
引
く
た
め
、

医
療
費
が
増
え
る
要
因
と
な
っ
て

い
ま
す
。

▼グラフ 1：町国保の医療費総額の推移

※医療費総額は、3月～翌年 2月診療分の合計
※平成 20年度からは医療制度改正に伴い、75歳以上の人が後
期高齢者医療制度に移行したため、老人保健分が減っていま
す。また、退職者医療のうち 65歳から 74歳までの人が一般
に移行したため、退職者医療分が減っています

▼グラフ 2：町国保の主要疾病分類別受診件数・医療費割合
（平成 23年 5月中受診分）

国保
お問い合わせは…
国保年金課国保係
☎888 ー 1111（131 ～

133）
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国
民
健
康
保
険
の
保
険
税
ま

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
料
を
年
金
か
ら
お
支

払
い
（
天
引
き
）
さ
れ
て
い
る
人

は
、『
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ

る
納
付
』
か
ら
『
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
』
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
国
保

年
金
課
の
窓
口
で
お
手
続
き
く

だ
さ
い
。

※
お
支
払
い
い
た
だ
く
保
険
税

（
料
）
の
総
額
は
変
わ
り
ま
せ

ん▼
振
替
口
座
の
預
金
通
帳
▼

通
帳
の
届
出
印
▼
保
険
証
ー
を

持
参
し
、
国
保
年
金
課
窓
口
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
手

続
き
を
す
る
時
期
に
よ
り
、
口

座
振
替
へ
変
更
で
き
る
月
は
異

な
り
ま
す
。

●
振
替
口
座
に
つ
い
て
：
納
税
義

務
者
ご
本
人
以
外
の
口
座
も
可

能
で
す

●
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て
：

口
座
振
替
へ
変
更
し
た
場
合
、

手
続
き
方
法

ご
留
意
い
た
だ
き
た
い

こ
と

平
成
23
年
中
に
納
付
さ
れ
た

『
国
民
健
康
保
険
税
』・『
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
』・『
介
護
保
険
料
』

の
納
付
額
証
明
書
を
、役
場
か
ら
、

平
成
24
年
2
月
初
旬
ま
で
に
送
付

し
ま
す
。

納
付
額
証
明
書
は
、
平
成
23
年

分
の
確
定
申
告
ま
た
は
町
・
県
民

税
申
告
の
際
に
、
社
会
保
険
料
控

除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
で
す
。

こ
の
納
付
額
証
明
書
は
、『
普

通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
）』
で
納
付
さ
れ

た
分
の
み
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

『
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

▼国民健康保険▼後期高齢者医療制度
保険税（料）を年金からお支払い（天引き）されている人へ

『年金からの天引きによる納付』から
『口座振替による納付』へ変更できます

国保年金課☎888ー1111（131〜 135）

所
得
税
や
町
・
県
民
税
の
社
会

保
険
料
控
除
は
、
口
座
名
義
人

に
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
年

金
天
引
き
の
場
合
は
、
年
金
受

給
者
ご
本
人
に
適
用
さ
れ
ま

す
●
振
替
不
能
と
な
っ
た
場
合
：
口

座
振
替
へ
の
変
更
後
に
振
替

不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
年

金
か
ら
の
お
支
払
い
に
変
更

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い

●
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
な
ど

か
ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す

保
険
税
（
料
）
の
納
付
額

証
明
書
の
送
付
に
つ
い
て

遺族年金・障害年金など非課税とな
る年金を受給している人や無収入
の人も所得申告が必要です

国保税は、加入者の前年中（1～ 12
月）の所得、固定資産税、加入者数な
どにより計算されます。世帯主（納税
義務者）を含む加入者全員の合計所得
が一定の基準以下の場合は、保険税を
軽減する制度がありますが、この軽減
制度の適用を受けるには世帯全員の所
得申告が必要です。
また、所得申告をしていない国保加
入世帯は、高額療養費の支給額が少な
くなったり、支給を受けられなかった
りする場合があります。
後期高齢者医療制度においても同様
に、後期高齢者医療保険料の算定や高
額療養費の支給額などの判定のため、
被保険者本人および同じ世帯の人の所
得申告が必要です。
遺族年金・障害年金・失業保険など非
課税所得のみの人、前年中に収入のな
かった人も、税法上ご家族の扶養に入
っていない場合は、必ず所得申告をし
てください。

き
に
よ
る
納
付
）』
で
納
付
さ
れ

た
分
の
納
付
額
証
明
は
、
年
金
支

払
者
か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収

票
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

な
お
、
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
分

は
、
年
金
支
払
者
か
ら
源
泉
徴
収

票
が
送
付
さ
れ
な
い
た
め
、
納
付

額
証
明
が
必
要
な
人
は
各
担
当
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
☎
8
8
8

ー

1
1
1
1
▼
国
民
健
康
保
険

税
：
国
保
年
金
課
国
保
係

（
1
3
1
）▼
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
：
国
保
年
金
課
後
期
高

齢
医
療
福
祉
係（
1
3
4
）▼

介
護
保
険
料
：
社
会
福
祉
課
介

護
保
険
係（
1
6
5
）
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所
得
が
1
1
8
万
円
以
下
の

学
生
の
皆
さ
ん
は
、
保
険
料
を

後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
：
30
歳

未
満
の
人
は
、
本
人
と
配
偶
者

の
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合

は
、
保
険
料
を
後
か
ら
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す

▼
全
額
免
除
制
度
：
一
定
の
要
件

に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
全
額

が
免
除
に
な
り
ま
す

▼
4
分
の
3
免
除
制
度
：
一
定
の

要
件
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、

4
分
の
3
を
免
除
、
4
分
の
1

を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
▼
半
額
免
除
制
度
：
一
定
の
要
件

に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
半
額

を
免
除
、
半
額
を
納
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す

▼
4
分
の
1
免
除
制
度
：
一
定
の

要
件
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、

4
分
の
1
を
免
除
、
4
分
の
3

を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
※
す
べ
て
の
制
度
で
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す

▼
定
額
保
険
料
：
月
額

1
5
0
2
0
円（
平
成
23
年
度
）

▼
付
加
保
険
料
：
月
額
4
0
0
円

※
付
加
保
険
料
と
は
、
将
来
よ
り

多
く
の
年
金
受
給
を
希
望
す
る

人
が
定
額
保
険
料
に
上
乗
せ
し

て
納
付
す
る
保
険
料
で
、

2
0
0
円
×
付
加
保
険
料
納
付

済
月
数
ー
で
計
算
さ
れ
た
金

額
が
、
老
齢
基
礎
年
金
に
加
算

さ
れ
ま
す

▼
現
金
で
納
付
す
る
：
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
納
付

書
を
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付

で
き
ま
す

▼
口
座
振
替
で
納
付
す
る
：
金
融

機
関
の
窓
口
ま
た
は
年
金
事
務

所
で
申
し
込
み
で
き
ま
す
。
納

め
忘
れ
も
な
く
、
確
実
で
し
か

も
便
利
で
す

※
口
座
振
替
手
続
き
に
必
要
な
も

の
：
▼
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付

書
等
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る

も
の
▼
通
帳
▼
金
融
機
関
届
出

印
※
口
座
振
替
に
は
次
の
よ
う
な
特

典
が
あ
り
ま
す
▼
当
月
分
を
そ

の
月
に
引
き
落
と
し
に
す
る

と
、
1
か
月
あ
た
り
50
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
（
当
月
末
振
替

に
よ
る
早
割
）▼
前
納
（
1
年

分
前
納
・
6
か
月
分
前
納
）
す

る
と
、
保
険
料
が
割
引
に
な
り

ま
す

※
た
と
え
ば
、
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
か
ら

現
金
で
年
度
分
の
保
険
料
を
前

納
す
る
と
、
3
2
0
0
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
口
座

振
替
で
年
度
分
の
保
険
料
を
前

納
す
る
と
、
割
引
額
が
5
8
0

円
ア
ッ
プ
し
、
3
7
8
0
円
の

割
引
に
な
り
ま
す
（
す
べ
て
平

成
23
年
度
の
割
引
額
）。
た
だ

し
、
時
期
に
よ
り
前
納
で
き
る

期
間
に
制
限
が
あ
り
ま
す

保
険
料
納
付
が
困
難
な
人
に

は
、
次
の
よ
う
な
免
除
制
度
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度
：
前
年
の

詳
し
く
は
国
保
年
金
課
ま
た

は
土
浦
年
金
事
務
所
☎

8
2
4
ー

7
1
2
1
ま
で

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
は
、
国
民
年
金
に

加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
左
表
に
該
当
す

る
と
き
に
は
忘
れ
ず
に
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
会
社
員
・
公
務
員
の
人
は
、
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入
す
る

こ
と
で
自
動
的
に
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
新
た
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
額

保
険
料
の
納
付
方
法

保
険
料
の
免
除
制
度
等

●こんなときは届出を

国保年金課国民年金係☎888ー1111（136・137）

項　目 種　別 届出先
20 歳になった
（厚生年金・共済組
合者を除く）

学生・自営業・自由業など 第 1号被保険者 国保年金課
会社員などに扶養されて
いる配偶者 第 3号被保険者 配偶者の勤務先

会社員・公務員になった 第 2号被保険者 勤務先
会社員などと結婚し、扶養されるようになった 第 3号被保険者 配偶者の勤務先
会社などを退職した、転職して自営業になった 第 1号被保険者 国保年金課
扶養されている配偶者と離婚・死別した 第 1号被保険者 国保年金課

国
金民
年
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みなさん、こんにちは。
寒さが厳しい季節になりました。
今回は、小学校・ふれあいセンター・児童館ーなどを利用し
て実施している『放課後児童クラブ』をご紹介します。

各保育所・保育園についての問い合わせ：児童福祉課☎888 ー 1111（168）

こそだてをおうえん

阿見小学校区放課後児童クラブ
（学校区児童館）

室内で、将棋・オセロ・ウノなどのゲ
ーム遊びや、竹馬・お手玉・あやとり・折
り紙などの伝承遊びのほか、戸外で一
輪車・サッカー・バドミントンなどで遊
んでいます。また、児童館の行事に参
加したり、児童公園で草・花・昆虫など
に接し自然豊かな環境で遊んでいます。

本郷小学校区放課後児童クラブ
（二区児童館）

屋外で、一輪車・縄跳び・ボールな
どで体を動かして遊んでいます。ま
た、室内で卓球・将棋・囲碁などの対
戦する遊びや伝承遊び・ドミノ・工作
などで友だちと協力して遊んでいま
す。そのほか、児童館の行事に参加
し地域の人と交流を深めています。

実穀小学校区放課後児童クラブ
（実穀小学校の空き教室）

室内で、あき容器・不要品などを利
用して制作活動に取り組み、創作意
欲を高めています。また、戸外でサ
ッカー・鬼ごっこ・固定遊具などで友
だちとかかわって遊び、何にでも挑
戦するなど、遊びの輪を広げていま
す。

舟島小学校区放課後児童クラブ
（舟島ふれあいセンター）

こま・竹馬・あやとり・百人一首・将
棋などの伝承遊びや、はないちもん
め・かごめかごめなどの集団遊びのほ
か、シャボン玉・工作などさまざまな
遊びで友だちの輪を広げています。
また、寒くなるとミサンガ・手編みの
マフラー作りなどに挑戦します。

第二小学校区放課後児童クラブ
（第二小学校の空き教室）
校庭を利用してサッカー・野球・鬼

ごっこなどで交友関係を育んでいま
す。また、室内で将棋・囲碁・トラン
プ・ドミノ遊びなどの集中する遊び
は協力しあって活動しています。そ
のほか、個々に独自性豊かな絵を描
いて楽しんでいます。

吉原小学校区放課後児童クラブ
（吉原小学校理科室）

戸外で、固定遊具・ボール・縄跳び・
鬼ごっこなどで体を動かし、大好き
なバドミントンは夢中になって遊ん
でいます。また、室内でふうせんは
りこ・ワッペン作りなど、それぞれが
何にでも挑戦して遊びを工夫してい
ます。

君原小学校区放課後児童クラブ
（君原小学校図工室）

室内で、男女児一緒にごっこ遊びに
必要なものをみんなで工夫して作り、
そのほか、伝承遊びなどをして遊んで
います。また、戸外や体育館でサッカ
ー・鬼ごっこ・ホッピング・縄跳び・ドッ
ジボール・竹馬・バドミントンなどをし
ながら体を動かして遊んでいます。

第一小学校区放課後児童クラブ
（第一小学校専用施設）

けん玉・おはじき・めんこ・お手玉・
こまなどの昔ながらの遊びを中心に
工作や遊具を利用しての室内遊びや
サッカー・ドッジボール・鬼ごっこ・固
定遊具など、戸外での遊びを楽しん
でいます。特にけん玉の検定やドッ
ジボール大会は、真剣そのものです。

放課後児童クラブとは、「小学校に就学しているおおむね 10歳未満の児童でその保護者が労働等により昼
間家庭にいないもの」を対象としておりますが、学校によっては年間を通して 4～ 6年生まで利用しており、
夏休みのみ 4年生以上が利用しているクラブもあります。各クラブでは児童の健全育成を目的とし、年間計
画にそって毎月の誕生会・避難訓練・四季を通しての催しーなどを行い、放課後児童指導員のもと異学年の児
童がかかわって生活しています。また、舟島・第一小学校区放課後児童クラブは、子ども教室と一緒に活動す
る子どもプランをそれぞれに行っています。



本
計
画
は
、町
民
を
は
じ
め
、

町
・
社
会
福
祉
協
議
会
・
各
行

政
区
・
地
域
活
動
団
体
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
・
学
校
・
事
業
所
―

な
ど
が
連
携
・
協
働
し
て
推
進

し
ま
す
。

町
で
は
、
地
域
福
祉
に
取
り
組

む
に
あ
た
っ
て
、
行
政
区
単
位
に

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
構
想
し

て
い
ま
す
。
こ
の
地
区
福
祉
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
構
想
の
実
現
に
向
け
て

は
、
行
政
区
と
町
・
社
協
が
連
携

し
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

ま
た
、
本
計
画
で
定
め
た
具
体

的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
進
捗

状
況
を
点
検
す
る
た
め
に
、
状
況

把
握
・
ア
ン
ケ
ー
ト
点
検
な
ど
を

実
施
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目

標
の
進
捗
状
況
の
点
検
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。
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『阿見町地域福祉計画』
を策定しました

( みんなで 支える 福祉のまち あみ )
社会福祉課☎ 888ー1111（161・162）

みんなでささえ愛…ふくし

社
祉会
福

子
ど
も
の
登
下
校
が
不
安
、
災

害
時
の
対
応
が
不
安
、
外
出
し
た

く
て
も
交
通
手
段
が
な
い
、
地
域

の
つ
な
が
り
が
薄
ら
い
で
い
る

―
な
ど
。

■
地
域
福
祉
と
は

ふ
だ
ん
の
生
活
の
中
の
不
安
や

不
便
さ
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
手
助

け
や
気
づ
か
い
で
解
決
で
き
る
こ

と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

地
域
福
祉
と
は
、
そ
う
い
っ
た

課
題
を
地
域
の
中
で
解
決
し
、
誰

も
が
慣
れ
親
し
ん
だ
地
域
で
「
し

あ
わ
せ
」
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、
助

け
合
い
、
支
え
合
う
行
動
の
広
が

り
で
す
。

行
政
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
人

た
ち
す
べ
で
が
「
し
あ
わ
せ
づ
く

り
の
担
い
手
」
と
し
て
意
識
し
、

行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

■
何
を
や
っ
て
い
く
の

住
み
な
れ
た
地
域
で
安
心
・
安

全
に
生
活
し
、
年
齢
や
性
別
そ

し
て
障
害
の
有
無
等
に
か
か
わ

ら
ず
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、

快
適
に
暮
ら
せ
る
福
祉
の
ま
ち

づ
く
り
。

そ
の
た
め
に
は
、
人
と
人
と
の

ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し
、
思
い
や

り
の
あ
る
地
域
の
助
け
合
い
が
必

要
で
す
。

①
地
域
の
つ
な
が
り
と
交
流
の
促

進地
域
福
祉
の
出
発
点
は
、
近
所

づ
き
あ
い
を
は
じ
め
と
す
る
人
と

人
と
の
つ
な
が
り
で
す
。

地
域
全
体
の
つ
な
が
り
が
強

ま
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

や
交
流
の
活
性
化
を
図
り
、
連

携
し
て
助
け
合
い
支
え
合
う
生

き
が
い
の
あ
る
地
域
づ
く
り
を

目
指
し
ま
す
。

②
安
心
・
安
全
な
地
域
づ
く
り
の

推
進

犯
罪
や
災
害
か
ら
町
民
の
生
活

を
守
る
こ
と
は
幸
せ
な
地
域
づ
く

り
の
基
本
で
す
。

虐
待
や
暴
力
な
ど
に
つ
い
て
地

域
の
見
守
り
で
防
止
を
図
り
、
ま

た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
実
施

を
図
り
、
地
域
が
一
体
と
な
っ
て

安
心
・
安
全
・
健
康
な
地
域
づ
く
り

を
目
指
し
ま
す
。

③
地
域
活
動
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
の
推
進

地
域
福
祉
の
推
進
に
向
け
て
、

地
域
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
へ
の
活
動
場
所
の
提
供

や
活
動
情
報
の
発
信
な
ど
の
支

援
を
図
る
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
担
う
人
材
育
成
に

努
め
ま
す
。

■
計
画
期
間
：
平
成
23
年
度

～
26
年
度

近
年
、
地
域
福
祉
を
取
り
巻

く
環
境
は
、
急
速
な
少
子
高
齢

化
の
進
行
や
核
家
族
化
、
単
身

世
帯
な
ど
の
増
加
に
よ
り
、
生

活
の
あ
り
か
た
は
大
き
く
変
化

し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
東
日
本
を
襲

っ
た
未
曾
有
の
震
災
の
際
に
は
多

く
の
尊
い
命
が
犠
牲
に
な
る
中
、

隣
近
所
が
助
け
合
い
命
を
つ
な
い

だ
事
例
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
安

心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う

「
み
ん
な
で　

支
え
る　

福
祉
の

ま
ち　

あ
み
」
を
基
本
理
念
と
す

る
『
阿
見
町
地
域
福
祉
計
画
』
を

策
定
し
ま
し
た
。

■
社
会
的
背
景

少
子
高
齢
化
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
、
価
値
観
の
変
化
に
よ
り
、
昔

な
が
ら
の
近
所
付
き
合
い
や
助
け

合
い
の
仕
組
み
が
な
く
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。

■
策
定
の
背
景

日
常
生
活
の
中
で
、
ち
ょ
っ
と

し
た
不
安
や
不
便
を
感
じ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

計
画
の
基
本
目
標

計
画
の
推
進
体
制

地
区
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
想
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みんなでささえ愛…かいごほけん

介
護

保
険

社会福祉課介護保険係☎ 888ー1111（164・165）

ご利用ください！介護保険

福祉用具貸与・購入、
住宅改修をご紹介します

■
福
祉
用
具
貸
与

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
が
自

宅
で
使
用
す
る
福
祉
用
具
を
貸
与

し
ま
す
。
貸
し
出
し
費
用
の
1
割

が
自
己
負
担
で
す
。
福
祉
用
具
の

種
類
や
貸
し
出
し
事
業
所
に
よ
っ

て
、
料
金
が
異
な
り
ま
す
。
利
用

の
際
に
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
福
祉
用
具
（
12
種

類
）：
▼
車
い
す
▼
車
い
す
付

属
品
（
電
動
補
助
装
置
な
ど
）

▼
特
殊
寝
台
▼
特
殊
寝
台
付
属

品
（
サ
イ
ド
レ
ー
ル
な
ど
）▼

床
ず
れ
防
止
用
具
▼
体
位
変
換

器
▼
手
す
り
（
工
事
を
と
も
な

わ
な
い
も
の
）▼
ス
ロ
ー
プ（
工

事
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
）▼

歩
行
器
▼
歩
行
補
助
つ
え
▼
認

知
症
老
人
徘は

い
か
い徊

感
知
機
器
▼
移

動
用
リ
フ
ト（
つ
り
具
を
除
く
）

■
特
定
福
祉
用
具
購
入
（
特

定
介
護
予
防
福
祉
用
具

購
入
）

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
が
自

宅
で
使
用
す
る
特
定
福
祉
用
具

（
貸
与
で
き
な
い
福
祉
用
具
や
消

耗
品
で
次
記
に
該
当
す
る
も
の
）

を
指
定
さ
れ
た
業
者
か
ら
購
入
し

た
場
合
に
、
か
か
っ
た
費
用
の
9

割
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
こ
の
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
は
、
い

っ
た
ん
全
額
を
自
費
で
支
払
い
、

社
会
福
祉
課
介
護
保
険
係
窓
口
に

申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
購

入
前
に
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な

ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
特
定
福
祉
用
具

（
5
種
類
）：
▼
腰
掛
け
便
座
▼

介
護
保
険
で
は
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
の
日
常
生
活
上
の
不
便
を
解

消
し
、
自
宅
で
の
生
活
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
自
宅
で
使
用
す
る

車
い
す
・
腰
掛
け
便
座
な
ど
の
福
祉
用
具
の
貸
与
お
よ
び
購
入
費
の
一
部

支
給
や
小
規
模
な
住
宅
改
修
（
手
す
り
の
取
り
付
け
な
ど
）
の
工
事
費
用

の
一
部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
上
手
に
利
用
し
て
、
自
宅
で
の
快
適
な
生

活
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

特
殊
尿
器
▼
入
浴
補
助
用
具
▼

簡
易
浴
槽
▼
移
動
用
リ
フ
ト
の

つ
り
具

※
利
用
限
度
額
は
同
年
度
（
4
月

1
日
～
翌
年
3
月
31
日
）で

10
万
円
で
す
。
1
割
が
自
己
負

担
の
た
め
、
支
給
額
の
上
限
は

9
万
円
で
す

※
原
則
と
し
て
同
一
年
度
内
に
同
じ

種
目
の
福
祉
用
具
を
2
回
以
上
購

入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

■
住
宅
改
修

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
の
転

倒
防
止
や
段
差
解
消
な
ど
の
た
め

の
住
宅
改
修
工
事
に
か
か
っ
た
費

用
の
9
割
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に

は
、
工
事
前
の
事
前
申
請
を
社
会

福
祉
課
介
護
保
険
係
窓
口
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
工
事
前

に
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な
ど
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
工
事

▼
手
す
り
の
取
り
付
け
：
居
室
や

廊
下
な
ど
へ
の
転
倒
防
止
用
の

手
す
り
の
取
り
付
け

▼
段
差
の
解
消
：
玄
関
や
掃
き
出

し
窓
へ
の
ス
ロ
ー
プ
の
取
り
付

け
・
居
室
と
廊
下
の
段
差
の
解

消
・
床
の
か
さ
上
げ

▼
床
材
の
変
更
：
浴
室
な
ど
の
滑

り
に
く
い
床
材
へ
の
変
更
・
車

い
す
で
の
移
動
を
円
滑
に
す
る

床
材
へ
の
変
更

▼
引
き
戸
な
ど
へ
の
扉
の
取
り
替

え
や
ド
ア
ノ
ブ
の
取
り
替
え
：
ド

ア
か
ら
引
き
戸
へ
の
扉
の
取
り

替
え
・
ド
ア
ノ
ブ
の
取
り
替
え

▼
洋
式
便
器
な
ど
へ
の
取
り
替

え
：
和
式
便
器
か
ら
洋
式
便
器

へ
の
取
り
替
え
、
お
よ
び
、
そ

の
際
の
洗
浄
機
能
付
き
便
座
の

設
置
（
便
器
の
取
り
替
え
に
と

も
な
う
場
合
に
限
る
）

▼
そ
の
ほ
か
前
記
の
各
工
事
に
付

帯
し
て
必
要
な
工
事

※
利
用
限
度
額
は
20
万
円
で
す
。

1
割
が
自
己
負
担
の
た
め
、
支

給
額
の
上
限
は
18
万
円
で
す

※
原
則
利
用
限
度
額
は
20
万
円
で

す
が
、
引
っ
越
し
た
場
合
や
要

介
護
状
態
区
分
が
大
き
く
上
が

っ
た
と
き
に
は
、
再
度
の
給
付

を
受
け
ら
れ
ま
す



NPO等と町が協働のモデ
ル事業を実施しています
NPO等と町が協働のモデ
ル事業を実施しています
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きょうどうのまちづくり

町民活動推進課☎888ー1111（271・273）

県では、今年度「新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業」を募集しました。
この事業は、NPO等の専門的なノウハウを活用しながら多様な主体との協働による事業を推進し、「新しい

公共」による取り組みの継続、発展の環境づくりを進めることを目的とすることから、NPO等と行政（県や市
町村）が連携して応募するか、NPO等と行政（県や市町村）を構成員に含む協議体を組織し応募することとさ
れています。

●アニマルセラピーとは？
動物（イヌやネコなど）とのかかわりによって人の健康の質を向上させようとする方策で、高齢者の健康
づくりなどに効果的と考えられています。これまでも、高齢者施設に入所されている人などを対象に
NPOの自主事業として実施されてきました。

●今回の事業は？
要件に該当する在宅高齢者に対して、試験的にアニマルセラピーを実施することで、その効果を数値的
に検証するとともに高齢者の健康回復・維持へとつなげようとする試みです。

●どんな連携で実施するの？
NPO法人アニマルセラピー協会、NPO法人まい・あみ、茨城大学農学部生物生産学科応用動物行動学研
究室、町社会福祉協議会、町の連携によって実施します。

●どうしてこのような連携が実現したの？
この連携は、今回の県への応募に際してアニマルセラピー協会から各組織へ呼びかけられたことがきっ
かけとなりました。アニマルセラピーの効果を検証すること、さらには高齢者の健康回復・維持を図るこ
とは、それぞれの組織目標にもつながるものであり、この事業実施はそれぞれにとってメリットがあり
ました。一方で、在宅の高齢者に対してのアニマルセラピー実施は、対象者の絞込みや広報力などが課
題となり、NPO単独では困難という面もあります。それぞれの共通目的の達成に寄与する事業であるこ
と、そしてそれぞれの組織の強みを出し合わなければ実施不可能な事業であったことが今回の連携実現
につながったのです。

「新しい公共」とは
「行政」だけでなく、市民の参加と選択のもとで、NPOや企業等が積極的に公共的な財・サービスの提案およ
び提供主体となり、医療・福祉、教育、子育て、まちづくり、学術・文化、環境、雇用、国際協力等の身近な分
野において共助の精神で行う仕組み・体制・活動などをいいます。

去る 6月 1日～ 7月 15 日に提案募集され、公開のプレゼンテーションおよび茨城県新しい公共支援事業
運営委員会による審査を経て、阿見町に事務所を置くNPO法人アニマルセラピー協会が中心となり連携して
応募した「在宅高齢者の健康づくりのためのアニマルセラピー事業」が採択事業の 1つに選定されました（応
募件数 19件に対し、採択された事業は 6件）。
以下で簡単に事業内容等をご紹介します。

今年度中に一定の完結を図らなければならないため、スケジュール的に大変厳しくはなっていますが、この
ような「協働事業」が今まさに阿見町で動き出しています。今後、このような活動がさらに活発になるような
土壌を皆さんとつくり上げていきたいと考えています。なお、県では平成 24年度についても「新しい公共の
場づくりのための提案型モデル事業」の募集が予定されておりますので、町との連携で応募を希望される
NPO等代表者の人は町民活動推進課へご相談ください。
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ちょうみんかつどうせんたー

町民活動センター　☎888ー2051　業務時間：月曜日を除く午前10時〜午後9時

町民活動センターだより
 《えがお》 《えがお》

これらの団体のほかに、『パソコン学習会』も参加者の日頃の成果を発表するなどし、大いに活動PRを行いました。
町民活動センターを通して活動されているボランティアの皆さんの年間の発表会的な存在になっているのが、『さわ

やかフェア』です。年々参加するメンバーが増え定着していることで手狭になっているイベントスペースですが、皆さ
んうまく使い分けて、それぞれの活動の発表に活用されていました。活動センターは、そんな皆さんのボランティア
活動をサポートしてまいります。

町民活動センターで活動・登録をしている皆さんが、『さわやかフェア 2011』に参加し、活動の PRを行いました。
各団体の人たちに次の項目について答えていただきました。

❶活動の内容（日頃の活動もしくはさわやかフェアでの活動）
❷さわやかフェアに参加しての感想
❸その他（協働や今後の活動について）

愛犬家サークル犬愛（ワンラブ）
❶「不幸な犬を減らすこと」を目標に愛犬家のマナー啓発や愛犬家同士の交流を行ってい
ます。『さわやかフェア』の売上で、動物愛護団体への支援も行っています

❷今年で 5回目の参加となります。今年は東日本大災害において、犬猫の迷子が多かっ
たので、スイーツデコ迷子札作り体験を実施しました。多くの人と交流を持て、迷子
札着用を呼びかけられました。その売上で被災犬を保護する団体へ支援できます。『さ
わやかフェア』に参加させていただくことで、メンバー間の会話が弾み、日頃の活動
を活性化させることにもつながっています。今後も引き続き参加させていただけたら
幸いです

❸犬と人間の共生が心地よくなるように、公園の清掃活動をはじめとしたマナー啓発に
取り組んでいます

フラワーアレンジメント
❶花を通して人と人のつながりを大事にしています。楽しくわいわい、生き生きとやっ
ていますので、参加してみてください。さらに、基本からしっかり勉強したい人には
別の時間も設けています

❷毎回参加しています。今年は何人かの人が「1年間楽しみにしていたの」と言われ、嬉
しかったです

❸老人施設や地域の人に要望があれば、ボランティアで指導いたします

楽しい陶芸
❶毎週木曜日午後 4時 30 分～ 7時 30 分の間に活動センターで活動しています。陶芸
を通して喜びと感動を共有し、人と人のつながりがもてる楽しい陶芸を願っています。
楽しいをモットーに、作風にとらわれず、おもいおもいに作陶に励んでいます　

❷当日の予想は雨でしたが天候に恵まれ人出が昨年より多く感じられました。どの催事
も人だかりになってにぎわっていました。私たちの展示場も大変にぎわい来場者から
も好評でした。来年も楽しみにしていますと言っていただき、また今回作品を展示し
た人からも好評でした

和田工房
❶楽しく作品を仕上げるために、用具の使い方選び方から始めます。子どもたちは学校
では時間的に造るのが難しいものにチャレンジし、大人の人はカルチャーセンターで
興味のあった講座を希望されますので少人数で実施し満足感を得るために技術力アッ
プします

❷楽しい一日ですので、お客さんがもっと増えるような企画を来年は考えます。期待し
てください

❸自分勝手な思い込みの親切・協力・話しかけにならないで、相手の必要とすることに自
分自身が負担と感じない歩み寄りでゆっくり確実に前進できるとよいと思います。双
方が理解、受け入れ合う思いやりがあるとスムーズに前進できると思います
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としょかんへようこそ

町立図書館は、どなたにでもご利用いただける、町の生涯学習施設です。
地域のみなさんの心と生活の豊かさと、町の活性化のための活動を支援しています。
中央公民館と同じ敷地内にあり、交通も至便な場所で広い駐車場も完備しています。
まだいらしたことのない人も、どうぞお気軽に図書館へお出かけください。

図書館では、約 14万冊（！）ある図書や、雑誌・視聴覚資料（CDや DVD）などを、無料で閲覧・借りてい
ただけます。図書館のホームページ（http://www.town.ami.ibaraki.jp/toshokan/ami-library_index.htm）
でも、簡単に図書やCDの検索ができますので、一度のぞいてみてください。
▼図書館司書おすすめの一冊
本好きの人だけでなく、あまり読書と縁がなかった人にも参考にしていただけるよう、図書館所蔵の書籍を
ご紹介します。ご紹介したエッセイなどの文学作品のほかにも、さまざまなジャンルの本（絵本・お料理・ガ
ーデニング・歴史・現代社会・科学・音楽・スポーツーなど）をご用意しています。お気軽にご来館ください。

■図書館ってどんなところ？

開館時間
火～金曜日／午前 9 時～午後 7 時
※土・日・祝日は午後 5 時まで
問い合わせ　☎ 887-6331

Q．自分では車の運転をしないので、なかなか図書館まで行けません。近くの公民館図書室は良く利
用しますが、そこには置いてない本も読みたいと思います。何か良い方法はありませんか？

Ａ．お近くの公民館図書室に、図書館の本やＣＤを取り寄せることができます。図書館や各公民館図
書室のカウンターに備え付けの用紙で、申し込んでください。また、図書カードのパスワード登
録をされると、図書館のホームページから、検索した本を予約することができます。公民館図書
室へ取り寄せる予約も可能ですので、ご利用ください。
また、最近は、町のデマンドタクシー「あみまるくん」を利用して、来館される人も増えています。
「あみまるくん」の利用方法・利用登録などについては、町役場までお問い合わせください。

図書館利用についてご不明な点は、お気軽に図書館にお問い合わせください

■読書のほかにもいろいろな企画にご参加いただけます

▼講演会や講座・教室　夏休みや生涯学習フェスティバルに合わせ
て、さまざまなイベントを企画しています（左写真）

▼幼児・児童向け読み聞かせ　ボランティアのみなさんが、毎週火
曜日（絵本の読み聞かせ）と毎月第 1日曜日（かみしばい）に、読
み聞かせをしています。赤ちゃんからご参加いただけます
▼ギャラリー展示会　地域のみなさんが創作した作品を展示していま
す。絵画や写真などの展示会が 2階ギャラリーで行われています

図書館やボランティア団体、地域のみなさんが企画したさまざま
な企画やイベントに参加できます。『広報あみ』お知らせ版の「図書
館だより」や、図書館で配布している「あみ★ライブラリー」で、毎
月のイベントをご紹介しています。

『プロムナード』　道尾秀介著　ポプラ社
道尾秀介といえば、『月と蟹』で今年度の直木賞を受賞したことは記憶に新しいが、今回お薦めしたいのは、こ

の新進気鋭の推理作家初のエッセイ集で、デビューから 6年の間に雑誌に掲載された文章をまとめ、一冊の本に
したものです。日常の何気ないエピソードから、まさかそんなことが！という出来事、お気に入りの映画や本、
漫画の紹介と、17歳の時の自筆絵本、処女作となる 19歳の時の戯曲が収録されています。中でも、第Ⅱ章「混
沌の死体」では、推理作家になるきっかけが紹介されているのですが、これが普通ではないのです。仕事の合間
に立ち寄った古書店で、たまたま手に取った「都筑道夫」の本に衝撃を受け、作家になることを決意し、その日の
うちにペンネームまで決めてしまったというのです。世の中には、運命の出会いというものが本当にあるのだと
思わされます。彼の小説を読まれた人なら、このエッセイ集を読んで、なるほどそういうことなんだ、と納得さ
れるのではないでしょうか。普段何気なく過ごしている、平穏な日常生活の中にある驚きや発見を鋭く観察し、
心の中にスケッチしていくことの積み重ねが、彼の小説の源となっているのだと。『プロムナード』とは、散歩と
いう意味のようです。平凡な私などでも、散歩するように日々の生活をゆとりを持って過ごし、感性のアンテナ
を広げていれば、小説家になるのは無理でも、もしかしたら今よりももっと豊かな人生を送ることはできるかも
しれない、と思わせてくれる一冊です。　（町立図書館　土谷妙）

▲「蝶々の標本をつくろう！」より



13　ホームページ　http://www.town.ami. ibaraki. jp/　　E メール　ami@town.ami. lg. jp

〈広告欄〉

■
離
乳
食
も
ぐ
も
ぐ
教
室
参

加
者
募
集

▼
期
日	

平
成
24
年
1
月
31
日（
火
）

▼
時
間	

午
前
9
時
30
分
～
正
午

（
受
付
：
9
時
～
9
時
20
分
）

▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
対
象	

8
～
15
か
月
に
な
る
子
と

そ
の
保
護
者　

※
対
象
月
齢
以
外

の
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
以
前
、
標
記
も
ぐ
も
ぐ
教
室

に
参
加
し
た
人
は
受
講
不
可

▼
内
容	

9
～
18
か
月
ご
ろ
の
離
乳

食
に
つ
い
て
講
義
・
実
習
・
試
食

▼
募
集
人
数	

20
人（
定
員
で
締
切
）

▼
持
参
品	

母
子
健
康
手
帳
・
筆
記

用
具
・
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
き
ん
・
ふ

き
ん
・
ス
リ
ッ
パ
・
バ
ス
タ
オ
ル
・

お
気
に
入
り
の
お
も
ち
ゃ
・
飲
み

物
（
親
子
と
も
に
）・
ご
っ
く
ん
教

室
参
加
者
は
配
布
し
た
テ
キ
ス

ト
・
お
ん
ぶ
ひ
も

▼
申
込
期
間	

平
成
24
年
1
月
4
日

（
水
）～
17
日（
火
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

▼
問
合
せ	

健
康
づ
く
り
課
（
総
合

保
健
福
祉
会
館
内
）☎
8
8
8
ー

2
9
4
0

■
臨
時
職
員
募
集

●
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
指
導
員

▼
勤
務
期
間 

平
成
24
年
4
月
2
日

（
月
）～
平
成
25
年
3
月
29
日（
金
）

▼
勤
務
日
時 

毎
週
月
～
金
曜
日
の

う
ち
週
30
時
間
未
満
（
昼
1
時
間

休
憩
）

▼
勤
務
場
所	

教
育
相
談
セ
ン
タ
ー

▼
勤
務
内
容	
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー

に
通
所
す
る
児
童
・
生
徒
の
指
導

▼
時
給	

1
1
5
0
円

▼
応
募
資
格	

教
員
免
許
状
（
小
学

校
ま
た
は
中
学
校
）
保
持
者

●
学
校
図
書
司
書

▼
勤
務
期
間 

平
成
24
年
4
月
6
日

（
金
）～
平
成
25
年
3
月
22
日（
金
）

▼
勤
務
日
時 

毎
週
月
～
金
曜
日

（
夏
休
み
・
冬
休
み
・
祝
日
ー
な
ど

休
校
日
を
除
く
）
午
前
9
時
～
午

後
3
時
（
昼
1
時
間
休
憩
）　

※
学

校
に
よ
っ
て
変
動
あ
り

▼
勤
務
場
所	

町
内
小
学
校

▼
勤
務
内
容	

図
書
室
の
図
書
整

理
・
貸
出
・
返
却
・
図
書
選
定
ー
な

ど
▼
時
給	

8
6
0
円

▼
応
募
資
格	

図
書
館
司
書
資
格
ま

た
は
教
員
免
許
状
（
小
学
校
も
し

く
は
中
学
校
）
保
持
者

●
特
別
支
援
員

▼
勤
務
期
間 

平
成
24
年
4
月
6
日

（
金
）～
平
成
25
年
3
月
22
日（
金
）

▼
勤
務
日
時 

毎
週
月
～
金
曜
日

（
夏
休
み
・
冬
休
み
・
祝
日
ー
な
ど

休
校
日
を
除
く
）
午
前
8
時
30
分

～
午
後
3
時
（
昼
1
時
間
休
憩
）

※
学
校
に
よ
っ
て
変
動
あ
り

▼
勤
務
場
所	

町
内
小
中
学
校

▼
勤
務
内
容	

心
身
に
障
害
の
あ
る

児
童
の
学
校
生
活
上
の
支
援

▼
時
給	

8
3
0
円

●
学
校
用
務
員

▼
勤
務
期
間 

平
成
24
年
4
月
2
日

（
月
）～
平
成
25
年
3
月
22
日（
金
）

▼
勤
務
日
時 

毎
週
月
～
金
曜
日

（
祝
日
な
ど
休
校
日
を
除
く
）
❶

午
前
7
時
～
午
後
4
時
45
分
の
う

ち
7
時
間
45
分（
昼
1
時
間
休
憩
）

❷
午
前
9
時
～
午
後
3
時
の
5
時

間
（
昼
1
時
間
休
憩
）　

※
い
ず
れ

も
学
校
に
よ
っ
て
変
動
あ
り

▼
勤
務
場
所	

町
内
小
中
学
校

▼
勤
務
内
容	

学
校
内
の
清
掃
な
ど

の
管
理
業
務
・
教
職
員
の
用
務
補

助
ー
な
ど

▼
時
給	

7
6
0
円

●
勤
務
条
件
は
い
ず
れ
も
有
給
休
暇

あ
り

●
募
集
人
数
は
い
ず
れ
も
若
干
名

●
応
募
期
間
は
い
ず
れ
も
平
成
24
年

1
月
17
日
（
火
）
ま
で

●
応
募
方
法
は
い
ず
れ
も
履
歴
書

（
6
か
月
以
内
撮
影
の
写
真
貼
付
）

を
直
接
左
記
に
提
出
す
る　

※
郵

送
不
可

●
選
考
方
法
は
い
ず
れ
も
書
類
選

考
・
面
接
（
日
程
は
後
日
連
絡
）

●
問
合
せ	

学
校
教
育
課
☎
8
8
8

ー

1
1
1
1
（
3
2
0
）

阿
見
棋
友
会
か
ら

■
『
新
春
将
棋
大
会
』
参
加

者
募
集

▼
期
日	

平
成
24
年
1
月
22
日（
日
）

▼
時
間	

▼
受
付
：
午
前
9
時
か
ら

▼
対
局
：
10
時
か
ら
▼
解
散
：
午
後

5
時

▼
場
所	

中
央
公
民
館
2
階
和
室

▼
参
加
料	

▼
一
般
：
1
5
0
0
円

▼
会
員
：
1
0
0
0
円
▼
中
学
生

以
下
：
6
0
0
円
（
食
事
代
含
む
）

▼
問
合
せ	

阿
見
棋
友
会　

野
口
☎

8
8
7
ー

6
5
8
1

■
東
京
医
大
市
民
公
開
講
座

▼
期
日	

平
成
24
年
2
月
4
日（
土
）

▼
時
間	

午
後
2
時
～
3
時

▼
場
所	

東
京
医
科
大
学
茨
城
医
療

セ
ン
タ
ー
医
療
福
祉
・
研
究
セ
ン

タ
ー
1
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
内
容	

「
知
っ
て
お
き
た
い
糖
尿

病
の
話
！
」
～
最
近
の
糖
尿
病
の

新
薬
に
つ
い
て

▼
講
師	

松
本
晃
一
氏
（
東
京
医
科

大
学
茨
城
医
療
セ
ン
タ
ー
薬
剤

師
・
糖
尿
病
療
養
指
導
士
）

▼
そ
の
他	

入
場
無
料
。
申
込
不
要

▼
問
合
せ	

東
京
医
科
大
学
茨
城
医

療
セ
ン
タ
ー
企
画
・
広
報
室
☎

8
8
7
ー

1
1
6
1
（
7
6
9
1
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

おしらせ
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おしらせ

■
『
放
射
線
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

派
遣
事
業
』
実
施

県
で
は
、
自
治
会
な
ど
が
主
催
す

る
会
合
に
放
射
線
の
専
門
家
を
派
遣

し
、
放
射
線
の
基
礎
知
識
や
健
康
へ

の
影
響
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説

明
す
る
標
記
事
業
を
、
㈳
県
原
子
力

協
議
会
に
委
託
し
て
実
施
し
ま
す
。

▼
期
日	

平
成
24
年
3
月
15
日（
木
）

ま
で　

※
土
・
日
・
祝
日
お
よ
び
年

末
年
始
を
除
く

▼
時
間	

午
前
10
時
～
午
後
5
時

▼
対
象	

自
治
会
・
町
民
団
体
・

P
T
A
な
ど
の
各
種
団
体
が
主
催

す
る
、
参
加
費
が
無
料
の
講
座

▼
申
込
方
法	

派
遣
希
望
日
の
2
週

間
前
ま
で
に
、
町
放
射
能
対
策
室

の
窓
口
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙

に
記
入
し
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
で
左
記
に
申
し
込
む

▼
そ
の
他	

▽
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

に
関
す
る
経
費
（
旅
費
・
謝
金
）
は

無
料
で
す
▽
講
座
の
時
間
・
内
容

な
ど
の
詳
細
は
、
追
っ
て
打
ち
合

わ
せ
と
な
り
ま
す
▽
講
座
に
必
要

と
な
る
パ
ソ
コ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
ー
・
ス
ク
リ
ー
ン
お
よ
び
資
料

な
ど
は
、
原
則
各
団
体
で
ご
用
意

く
だ
さ
い
▽
会
場
使
用
料
・
参
加

者
の
取
り
ま
と
め
・
司
会
進
行
は
、

各
団
体
で
お
願
い
し
ま
す

▼
申
込
先	

㈳
県
原
子
力
協
議
会
企

画
課
〒
3
1
9
ー

1
1
1
2
那
珂

郡
東
海
村
村
松
2
2
5
ー

2
☎

0
2
9
ー

2
8
2
ー

3
1
1
1
ＦＡＸ

0
2
9
ー

2
8
3
ー

0
5
2
6

▼
問
合
せ	
放
射
能
対
策
室
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
2
8
）

■
非
常
勤
職
員
募
集

●
社
会
教
育
指
導
員

▼
勤
務
期
間 

平
成
24
年
4
月
1
日

（
日
）～
平
成
25
年
3
月
31
日（
日
）

▼
勤
務
日
時 

土
・
日
を
含
む
週
3

日
以
上
、
午
前
8
時
30
分
～
午
後

5
時
15
分
（
昼
1
時
間
休
憩
）

▼
勤
務
場
所	

町
内
公
民
館
ま
た
は

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
勤
務
内
容	

各
小
学
校
に
置
か
れ

て
い
る
「
ふ
れ
あ
い
地
区
館
」
活

動
の
運
営
・
振
興

▼
月
給	

1
0
5
4
0
0
円

▼
募
集
人
数	

若
干
名

▼
応
募
資
格	

簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操

作
の
で
き
る
人

▼
応
募
方
法	

履
歴
書
（
6
か
月
以

内
撮
影
の
写
真
貼
付
）を
直
接
左

記
に
提
出
す
る　

※
郵
送
不
可

▼
問
合
せ	

中
央
公
民
館
☎
8
8
8

ー

2
5
2
6

●
地
区
公
民
館
ま
た
は
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
館
長

▼
勤
務
期
間 

平
成
24
年
4
月
1
日

（
日
）～
平
成
25
年
3
月
31
日（
日
）

▼
勤
務
日
時 

土
・
日
を
含
む
週
5

日
、
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

15
分
の
う
ち
5
時
間
30
分
（
昼
1

時
間
休
憩
）

▼
勤
務
場
所	

地
区
公
民
館
ま
た
は

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
勤
務
内
容	

地
区
公
民
館
ま
た
は

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
の
運
営
・
管
理

▼
月
給	

1
2
9
7
0
0
円

▼
募
集
人
数	

若
干
名

▼
応
募
方
法	

履
歴
書
（
6
か
月
以

内
撮
影
の
写
真
貼
付
）を
直
接
左

記
に
提
出
す
る　

※
郵
送
不
可

▼
問
合
せ	

中
央
公
民
館
☎
8
8
8

ー

2
5
2
6

●
図
書
館
長

▼
勤
務
期
間	

平
成
24
年
4
月
1
日

（
日
）～
平
成
25
年
3
月
31
日（
日
）

▼
勤
務
日
時	

土
・
日
を
含
む
週
5

日
、
午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

の
う
ち
5
時
間
30
分
、
早
番
・
遅

番
を
交
代
で
勤
務
（
昼
1
時
間
休

憩
）

▼
勤
務
場
所	

町
図
書
館

▼
勤
務
内
容	

町
図
書
館
の
運
営
・

管
理

▼
月
給	

1
2
9
7
0
0
円

▼
募
集
人
数	

1
人

▼
応
募
方
法	

▼
履
歴
書
（
6
か
月

以
内
撮
影
の
写
真
貼
付
）▼
作
文

『
図
書
館
運
営
に
つ
い
て
』
を
原

稿
用
紙
2
枚
（
8
0
0
字
以
内
）

に
ま
と
め
た
も
の
ー
を
直
接
左

記
に
提
出
す
る　

※
郵
送
不
可

▼
問
合
せ	

町
図
書
館
☎
8
8
7
ー

6
3
3
1

●
予
科
練
平
和
記
念
館
長

▼
勤
務
期
間 

平
成
24
年
4
月
1
日

（
日
）～
平
成
25
年
3
月
31
日（
日
）

▼
勤
務
日
時 

土
・
日
を
含
む
週
5

日
、
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時

15
分
の
う
ち
5
時
間
30
分
（
昼
1

時
間
休
憩
）

▼
勤
務
場
所	

予
科
練
平
和
記
念
館

▼
勤
務
内
容	

予
科
練
平
和
記
念
館

の
運
営
・
管
理

▼
月
給	

1
2
9
7
0
0
円

▼
募
集
人
数	

1
人

▼
応
募
資
格	

予
科
練
平
和
記
念
館

の
館
長
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
見
識

を
備
え
る
人

▼
応
募
方
法	

▼
履
歴
書
（
6
か
月

以
内
撮
影
の
写
真
貼
付
）▼
作
文

『
予
科
練
平
和
記
念
館
に
つ
い
て
』

を
原
稿
用
紙
2
枚
（
8
0
0
字
以

内
）
に
ま
と
め
た
も
の
ー
を
直
接

左
記
に
提
出
す
る　

※
郵
送
不
可

▼
問
合
せ	

予
科
練
平
和
記
念
館
☎

8
9
1
ー

3
3
4
4

●
勤
務
条
件
は
い
ず
れ
も
有
給
休
暇

あ
り

●
応
募
期
間
は
い
ず
れ
も
平
成
24
年

1
月
17
日（
火
）ま
で

●
選
考
方
法
は
い
ず
れ
も
書
類
選

考
・
面
接
（
日
程
は
後
日
連
絡
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

〈広告欄〉
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おしらせ

〈広告欄〉

■『
身
体
障
害
者
健
康
診
査
』

実
施
（
無
料
）

▼
期
日	
❶
平
成
24
年
2
月
9
日

（
木
）❷
17
日（
金
）

▼
時
間	

午
後
2
時
受
付

▼
場
所	

㈶
霞
ヶ
浦
平
成
成
人
病
研

究
事
業
団
健
診
セ
ン
タ
ー

▼
対
象	

町
内
在
住
で
、
常
時
車
い

す
を
使
用
し
て
い
る
在
宅
の
身
体

障
害
者
（
下
肢
お
よ
び
体
幹
機
能

障
害
）
の
人　

※
医
療
機
関
で
1

年
以
内
に
同
様
の
検
査
を
受
け
た

人
、
施
設
入
所
者
、
町
の
健
康
診

査
受
診
者
を
除
く

▼
申
込
期
間	

平
成
24
年
1
月
16
日

（
月
）ま
で

▼
申
込
方
法	

身
体
障
害
者
手
帳
・

印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
直
接
左
記

に
申
し
込
む　

※
土
・
日
・
祝
日
お

よ
び
年
末
年
始
を
除
く

▼
問
合
せ	

障
害
福
祉
課
（
総
合
保

健
福
祉
会
館
内
）☎
8
8
8
ー

2
9
4
3

■
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
登
載
申
請

町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
毎

年
1
月
1
日
現
在
で
農
業
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
を
調
製
し
て
い

ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
農
業
委
員

選
出
に
係
る
選
挙
資
格
を
登
録
す

る
も
の
で
、
各
農
家
か
ら
の
申
請

に
基
づ
い
て
資
格
調
査
が
行
わ
れ

ま
す
。
こ
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
農
業
委
員
選
挙

の
投
票
と
リ
コ
ー
ル
の
請
求
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▼
資
格
要
件	

次
の
❶
❷
を
満
た

し
、
❸
ま
た
は
❹
に
該
当
す
る

人
は
、『
農
業
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
登
載
申
請
書
』
を
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
❶
平
成
24
年

1
月
1
日
現
在
で
町
内
に
住
所

を
有
す
る
❷
平
成
24
年
3
月
31

日
現
在
で
満
20
歳
以
上
❸
10
ア

ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て

い
る
。
お
よ
び
耕
作
し
て
い
る

人
と
同
居
し
て
い
る
親
族
ま
た

は
配
偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね

60
日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い

る
❹
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を

耕
作
し
業
務
を
営
む
農
業
生
産

法
人
の
組
合
員
ま
た
は
社
員
で
、

年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作

に
従
事
し
て
い
る

▼
申
請
方
法	

12
月
中
旬
に
農
業
委

員
会
か
ら
各
農
家
組
合
長
に
申
請

書
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
に

記
入
し
て
各
農
家
組
合
長
が
取
り

ま
と
め
の
う
え
、
平
成
24
年
1
月

10
日（
火
）ま
で
に
当
委
員
会
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い　

※
農
家
組
合

長
の
い
な
い
地
区
に
つ
い
て
は
、

各
農
家
世
帯
に
郵
送
し
ま
す
。
ま

た
、
申
請
書
が
届
か
な
か
っ
た
人

や
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
人
は
、
左

記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ	

農
業
委
員
会
事
務
局
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
8
4
・

1
8
5
）

■
『
少
年
少
女
ミ
ニ
バ
ス
ケ

ッ
ト
教
室
』
参
加
者
募
集

▼
期
日	

平
成
24
年
2
月
5
日（
日
）

▼
時
間	

▼
受
付
：
午
前
8
時
30
分

か
ら
▼
開
会
式
：
9
時
か
ら　

※

正
午
終
了

▼
場
所	

阿
見
小
学
校
体
育
館

▼
講
師	

日
本
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
リ
ー
グ
（
b
j
リ
ー
グ
）
4

人
▼
対
象	

町
内
在
住
の
小
学
生

▼
募
集
人
数	

1
0
0
人
（
定
員
で

締
切
）

▼
参
加
料	

無
料

▼
申
込
期
間	

平
成
24
年
1
月
12
日

（
木
）ま
で　

※
郵
送
の
場
合
は
必

着
▼
申
込
方
法	

住
所
・
氏
名
・
性
別
・

学
校
名
・
学
年
・
電
話
番
号
を
明
記

の
う
え
、
郵
送
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

ま
た
は
直
接
左
記
に
申
し
込
む　

※
町
内
の
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
少
年
団
に
所
属
し
て
い
る
人
は

所
属
少
年
団
を
通
し
て
申
し
込

む
。
そ
れ
以
外
の
人
は
個
別
に
申

し
込
む

▼
そ
の
他	
運
動
で
き
る
服
装
（
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
・
ジ
ャ
ー
ジ
な
ど
）

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
お
持
ち
の
人

は
、
ご
持
参
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ	

〒
3
0
0
ー

0
3
9
2

阿
見
町
中
央
1
ー

1
ー

1
役
場
生
涯

学
習
課
社
会
体
育
係
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
3
2
8
・
3
2
9
）
ＦＡＸ

8
8
8
ー

3
6
0
1

■
『
介
護
者
交
流
会
』
参
加

者
募
集

在
宅
で
高
齢
者
な
ど
を
介
護
し
て

い
る
人
を
対
象
に
、
交
流
会
を
実
施

し
ま
す
。

▼
期
日	

平
成
24
年
2
月
10
日（
金
）

▼
時
間	

午
前
10
時
30
分
総
合
保
健

福
祉
会
館
出
発
（
午
後
3
時
帰
着

予
定
）

▼
内
容	

筑
波
山
神
社
参
拝
と
意
見

交
換
会

▼
参
加
料	

1
0
0
円　

※
昼
食
代

の
み
自
己
負
担

▼
申
込
期
間	

平
成
24
年
1
月
31
日

（
火
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

▼
問
合
せ	

町
社
会
福
祉
協
議
会
☎

8
8
7
ー

0
0
8
4

■
㈳
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
入
会
説
明
会
開
催

当
セ
ン
タ
ー
の
趣
旨
に
賛
同
し
、

健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
町
内
在
住

の
60
歳
以
上
の
人
を
対
象
と
し
て
、

標
記
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

な
お
、
入
会
に
際
し
て
は
承
認
制

と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
期
日	

平
成
24
年
1
月
17
日（
火
）

▼
時
間	

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所	

㈳
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
（
総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』
別
館
）

▼
問
合
せ	

㈳
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
☎
8
8
8
ー

2
0
3
6
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交通事故発生状況　11 月（前月比）
消防本部調べ 軽　　傷	　18人（＋10)
出場件数　21件（＋ 5） 中　　傷	　 6人（＋ 4)
	 重　　傷	　 0人（± 0)
	 死　　亡	　 0人（± 0)
	 合　　計　24人（＋14)

●人口と世帯●

1 月の納税等
町県民税（4期）
国民健康保険税（8期）
後期高齢者医療保険料（7期）

納期限 1 月 31 日（火）

2 月の納税等
固定資産税（4期）
国民健康保険税（9期）
後期高齢者医療保険料（8期）
介護保険料（6期）
納期限 2 月 29 日（水）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

人権相談／行政相談　日時：1月5日（木）2月2日（木）
午前 10時～午後 3時／場所：役場 3階 305 会議室

問い合わせ 総務課☎ 888ー1111（216）
子育て相談　日時：月～金曜日午前 9時～午後 4時／

場所：中郷保育所内／訪問相談随時受付
問い合わせ 地域子育て支援センター☎ 891ー2772
教育相談　日時：火～金曜日午前 9時～午後 3時／

場所：図書館となり
問い合わせ 教育相談センター☎ 888ー1225
心配ごと相談　日時：水曜日午後1時～4時／弁護士

相談：月1回午後1時～3時30分［毎週水曜日の心配
ごと相談にて要予約］／場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
結婚相談　日時：第 2・第 4土曜日午後 1時～ 4時／

場所：総合保健福祉会館相談室
問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
高齢者総合相談　日時：月～金曜日午前 8時 30 分
～午後 5時 15分／場所：町社会福祉協議会内

問い合わせ 町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費者相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午後
1時～ 4時／場所：役場 1階町消費生活センタ−

問い合わせ 町消費生活センタ−☎ 888ー1871
交通事故相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午
後 1時～ 4時 45 分／弁護士相談：水曜日午後 1時～
4時［要予約］／場所：県土浦合同庁舎

問い合わせ 県南地方交通事故相談所☎ 823ー1123

●定例相談●

※ 救急車の適正な利用を
お願いします

●義援金のご協力ありがとうございました
東日本大震災への館内での募金が 68,330 円集まり
ました。募金は 9月で終了し、町社会福祉課を通じて
日本赤十字社に寄附しました。善意のご協力ありがと
うございました。

●お土産にいかがですか
館の売店では、町特産のヤーコンを使用したクッキー

「予科練の街クッキー」を販売しています。懐かしい味
のクッキーで幅広い年代に好評です。年末年始のごあ
いさつのお土産にぜひご利用ください。売店までは自
由にお入りいただけます。

●第 4 回所蔵資料展『重キ務メヲナシオヘテー除隊記
念品展』開催
明治維新により近代国家としての一歩を歩み出した
日本。大日本帝国憲法に徴兵の義務が明文化され、成
人男性は一定期間兵役の義務を負いました。無事に満
期をむかえ故郷に帰った人たちは、帰郷のあいさつも
兼ねて記念品を配りました。今回の展示では、盃

さかずき

を中
心とした明治期の除隊記念品とあわせて、当館所蔵の
陸軍関係資料を展示します。

開催日時	 平成 24年 3月 25日（日）まで
午前 9 時～午後 5 時（入館は午後 4 時
30 分まで）／月曜日休館（月曜日が祝日
の場合は翌火曜日が休館）

場　　所	 予科練平和記念館 20世紀ホール
観 覧 料	 常設展観覧料に含まれます／大人５00円

（400 円）、小中高生 300 円（240 円）　
※（　）内は 20人以上の団体および各種
割引カード提示による割引料金

平成24年2月2日（木）開館記念日は入館無料です

●問い合わせ　予科練平和記念館　☎891-3344
ホームページ　http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html

▶予科練の街クッキー
12枚入り 1,200 円
10枚入り 1,050 円
　6枚入り　600円
があります。　　　

●総人口　47,947 人 （－ 12）
●男　性　23,827 人 （＋ 6）
●女　性　24,120 人 （－ 18）
●世帯数　18,276 世帯（＋ 36）

▽ 12月 1日現在▽常住人口ベース▽（　）内は前月比▽総務課調べ
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